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Ⅰ.  今年度の改訂ポイント
‐１ 健康経営優良法人
‐２ 健康経営銘柄

Ⅱ．今後の健康経営の在り方について
-１ 健康経営の目指すべき姿
ｰ２ 効果分析事例
-３ 国際展開
-４ 中小企業への普及拡大策

Ⅲ．本日ご議論いただきたい論点
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Ⅰ.  今年度の改訂ポイント
‐１ 健康経営優良法人
‐２ 健康経営銘柄



健康経営の国際展開

社会課題への対応

取組法人の裾野拡大

情報開示の推進
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Ⅰー１ 健康経営優良法人
これまでのWGでの議論や社会の動向を踏まえ、以下４つを主なポイントとして改訂を行う。

※これら以外の設問案については、参考資料２・４を参照。

• 特定健診・保健指導の実施率の評価 【大規模】

• 業務パフォーマンス指標の開示 【大規模】

• 労働安全衛生に関する開示 【大規模】

• 仕事と育児・介護の両立支援 【大規模・中小規模】

• 女性特有の健康課題 【大規模・中小規模】

• 生産性低下防止のための取組 【大規模・中小規模】

• 新型コロナウイルス感染症への対応 【大規模・中小規模】

• 海外従業員への対応 【大規模】

• 中小企業への普及拡大策
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特定健診・特定保健指導の実施率の評価

※保険者のやむ得ない事情により把握できない場合や、40歳以上の従業員がいない場合であっても評価上不利にはならない。

大規模

⚫ これまでのWGの議論を踏まえて、企業と保険者の連携（コラボヘルス）の促進のため、企
業（事業主）単位の特定健診・特定保健指導の実施率を問い、評価対象とする。
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（参考）特定健診・特定保健指導実施率の評価案
令和5年3月16日健康投資WG

参考資料1「厚生労働省保険局保険課提出資料」
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業務パフォーマンス指標の開示 大規模

令和5年度健康経営度調査 修正案（赤字個所）

健康経営の実践

（例）
・健診受診率
・ストレスチェック受検率
・喫煙率
・運動習慣者比率

健康のアウトカム

（例）
・適正体重維持者率
・血圧リスク者率
・糖尿病管理不良者率
・ストレスチェックの結果

業務パフォーマンス

（例)
・アブセンティーイズム
・プレゼンティーイズム
・ワークエンゲイジメント

企業価値

（例)
・株価・時価総額
・営業利益率

※働きがい、信頼関係、仕事に対する対価等、
健康に関する要因以外も関与。

⚫ 昨年度の調査において、業務パフォーマンス指標に関して「測定方法」及び「複数年度分の
測定結果」の開示状況について問うたところ、既に一定数の企業が開示に取り組んでいる状
況であることが分かった。

【今年度の変更点】
⚫ 「業務パフォーマンス指標とその測定方法」を開示していることを評価対象とし、ホワイト

500に関しては認定要件とする。さらに測定範囲・回答率についても開示状況の確認を行
う。（「複数年度分の測定結果」については、評価初年度である今年度は対象外とする）
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労働安全衛生に関する開示 大規模

令和5年度健康経営度調査 修正案（赤字個所）

⚫ 国際的な開示基準の動向等を踏まえ、健康経営の推進目的・体制だけでなく、労働安全
衛生・リスクマネジメントの開示状況についても問う。
（次年度以降、労働安全衛生の具体的開示内容や指標について精査した上で必須要件とすることも検討する）

⚫ 労働安全衛生・リスクマネジメントは、健康経営に取り組むにあたっての土台であり、それ
らを含む開示内容を一連で問うこととする。

1

３

２

4

０

▼健康経営のフレームワーク
1

2

3

4

０
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（参考）人的資本情報開示の義務化

⚫ 令和5年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部が改正され、有価
証券報告書を発行する約4,000社の企業を対象に、3月期決算から人的資本に関
する情報開示が義務化された。

7分野 19項目

育成 リーダーシップ、育成、スキル/経験

エンゲージメント エンゲージメント

流動性 採用、維持、サクセッション

ダイバーシティ ダイバーシティ、被差別、育児休業

健康・安全 精神的健康、身体的健康、安全

労働慣行 労働慣行、児童労働/強制労働、賃金の公正性、福利厚生、組合との関係

コンプライアンス/倫理 コンプライアンス/倫理

➢ 投資家をはじめとするステークホルダーに対し、開示が望ましいとされた人的資本情報

出所：非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」
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仕事と育児・介護の両立支援 大規模・中小規模

令和5年度健康経営度調査 修正案（赤字・緑字個所）

⚫ 前回WGでの議論を踏まえ、仕事と育児・介護の両立支援に関する設問を新設し、適切な
働き方の実現を問う設問（Q44）と両方取り組むことを認定要件とする。

⚫ 中小規模法人については認定要件とせずアンケートにて現状を把握する。

⚫ 介護を抱える従業員の把握方法や管理職・従業員研修への参加率、女性の育児休業後
の復帰率、男性育休の取得率等の定量数値についても把握する（評価には用いない）。

令和5年度健康経営度調査（大規模法人部門）新設案 令和5年度健康経営優良法人申請書（中小規模法人部門）新設案

※小項目「ワークライフバランスの推進」に追加する。（参照：ｐ17認定要件案）
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女性特有の健康課題への対応 大規模・中小規模

令和5年度健康経営度調査 修正案（赤字個所）

【今年度の変更点】

⚫ 女性の健康課題に取り組む企業をより一層促進するため、関連施策への参加状況を開示
しているかどうかを評価の対象とする。

⚫ さらに、選択必須項目としていた、女性の健康課題に関する認知向上のための取組状況を
問う設問（Q56）及び行動変容促進の取組を問う設問（Q57）について、両設問への
回答をもって認定要件とする。

⚫ また、不妊治療に対する支援については、昨年度まで、女性の健康の設問で問うていたが、
女性に限定されないことから、「仕事と治療の両立支援」の選択肢に移動する。

※昨年度まで「病気の治療と仕事の両立支援」としていた認定要件名について、不妊治療など病気の治療に
とどまらない項目を含むことから、「仕事と治療の両立支援」に変更する。
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（参考）女性活躍・男女共同参画の重点方針2023（女性版骨太の方針2023）

【本文（P21）】
Ⅲ女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現（5）生涯にわたる健康への支援

(出所)内閣府男女共同参画局

省略

⚫ 令和5年6月、女性活躍・男女共同参画の取組を加速するため、「すべての女性が輝く社
会づくり本部」にて決定。
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生産性低下防止のための取組 大規模・中小規模

令和5年度健康経営度調査 修正案（赤字個所）

⚫ 生産性低下防止のための取組として、新たに、花粉症及び眼精疲労に対する具体的な
支援を追加する。

（参考）令和5年5月「花粉症に関する関係閣僚会議」において、「花粉症対策の全体像」がとりまとめられ、
その中で企業における従業員の花粉曝露対策が求められた。
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新型コロナウイルス感染症への対応

⚫ これまで新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、個別に対応策を問うていたが、5類感
染症への移行を踏まえ、インフルエンザ等を含む感染症対策を問う設問へ統合する。

⚫ ただし、5類移行後の企業等における対応策の変化について把握するため、今年度はア
ンケート項目として問うこととする。（評価には用いない）

令和5年度健康経営度調査 修正案（赤字個所）

▼アンケート項目

大規模・中小規模

▼設問
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海外従業員への対応 大規模

令和5年度健康経営度調査 新設案（赤字個所）

⚫ 健康経営の国際展開の検討のため、海外駐在員や、現地法人で雇用されている社
員の健康増進、健康課題への対応等を把握するため、新たに設問を設ける。
（評価には用いない）
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中小企業への普及拡大策

⚫ 中小規模法人の更なる裾野拡大を目指すとともに、取り組む上での参考としてもらうため、まず
は配点を行っているブライト500申請法人について結果のフィードバックを行う。

⚫ また、ブライト500の露出拡大を目的として、優秀な取り組みをしている法人の顕彰もしくは公
表を行うことを検討する。

⚫ 次年度以降、中小規模法人に申請する全法人に対してフィードバックを行うことを検討。

中小規模

項目 内容

フィードバックの対象法人 ⚫ ブライト500申請法人

フィードバックの内容
⚫ 全体の中での自社の総合順位（50位刻みでのブライト申請者での順位）
⚫ ブライト申請各設問の平均値、最高得点、自社の得点

フィードバックの目的 ⚫ ブライト500申請へのモチベーション向上

部門 内容

都道府県代表 ⚫ 各都道府県のブライト500認定法人の中で一番順位が高い法人

業種別 ⚫ ブライト500認定法人のうち、業種別順位が高い法人

従業員規模別 ⚫ ブライト500認定法人のうち、20人未満と50人未満の事業者の中で、順位が高い法人

評価の上昇度
⚫ ブライト500認定法人のうち、当該年度に得点が急上昇した法人

※ただし、ブライト500に2カ年以上連続して申請した法人に限る

➢ 顕彰・公表方法案

➢ フィードバック内容案
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健康経営銘柄2024選定基準及び健康経営優良法人2024（大規模法人部門）認定要件案

大項目 中項目 小項目 評価項目
認定要件

銘柄・ホワイト500 大規模

１．経営理念
(経営者の自覚)

健康経営の戦略、社内外への情報開示

健康宣言の社内外への発信（アニュアルレポートや統合報告書等での発信） 必須

従業員パフォーマンス指標及び測定方法の開示 必須 －

自社従業員を超えた健康増進に関する取組 ①トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいること 必須
※回答結果公表追加

左記①～⑯のうち
13項目以上

２．組織体制

経営層の体制 健康づくり責任者が役員以上

必須実施体制 産業医・保健師の関与

健保組合等保険者との連携 健保組合等保険者との協議・連携

３
．
制
度
・
施
策
実
行

従業員の健康
課題の把握と
必要な対策の

検討

健康課題に基づいた具体的な目標の設定 健康経営の具体的な推進計画 必須

健診・検診等の活用・推進

②定期健診受診率（実質100％）

左記②～⑯の
うち13項目以上

左記①～⑯の
うち13項目以上

③受診勧奨の取り組み

④50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

健康経営の実践に向け

た土台づくり

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定
※「従業員の健康保持・増進やメンタルヘルスに関する教育」については参加率（実施率）を測っていること

ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現及び育児・介護の両立支援の取り組み

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

仕事と治療の両立支援 ⑧私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑭以外)

従業員の心と身体の
健康づくりに関する

具体的対策

保健指導 ⑨保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
※「生活習慣病予備群者への特定保健指導以外の保健指導」については参加率（実施率）を測っていること

具体的な健康保持・増進施策

⑩食生活の改善に向けた取り組み

⑪運動機会の増進に向けた取り組み

⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑬長時間労働者への対応に関する取り組み

⑭メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

感染症予防対策 ⑮感染症予防に関する取組

喫煙対策

⑯喫煙率低下に向けた取り組み

受動喫煙対策に関する取り組み 必須

４．評価・改善 健康経営の推進に関する効果検証 健康経営の実施についての効果検証 必須

５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）※「誓約書」参照
定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェック を実施していること、労働基準法または労働安全衛
生法に係る違反により 送検されていないこと、等 必須
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大項目 中項目 小項目 評価項目 認定要件

１．経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須

２．組織体制
健康づくり担当者の設置 必須

(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 必須

３
．
制
度
・
施
策
実
行

（1）従業員の
健康課題の把握と
必要な対策の検討

健康課題に基づいた
具体的な目標の設定

健康経営の具体的な推進計画 必須

健康課題の把握

①定期健診受診率(実質100％) 左記①～③
のうち

2項目以上

ブ
ラ
イ
ト
５
０
０
は
左
記
①~

⑮
の
う
ち
13

項
目
以
上

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

（2）健康経営の
実践に向けた
土台づくり

ヘルスリテラシーの向上 ④管理職又は従業員に対する教育機会の設定

左記④～⑦
のうち

１項目以上

ワークライフバランスの推進 ⑤適切な働き方実現に向けた取り組み

職場の活性化 ⑥コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

仕事と治療の両立支援 ⑦私病等に関する両立支援の取り組み(⑬以外)

（3）従業員の心と
身体の健康づくりに
関する具体的対策

具体的な健康保持・増進施策

⑧保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

左記⑧~⑮
のうち

４項目以上

⑨食生活の改善に向けた取り組み

⑩運動機会の増進に向けた取り組み

⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑫長時間労働者への対応に関する取り組み

⑬メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

感染症予防対策 ⑭感染症予防に関する取り組み

喫煙対策
⑮喫煙率低下に向けた取り組み

受動喫煙対策に関する取り組み 必須

４．評価・改善 健康経営の取り組みに対する評価・改善 必須

５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）※誓約書参照
定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施していること、労働基
準法または労働安全衛生法に係る違反により送検されていないこと、等 必須

健康経営優良法人2024（中小規模法人部門）認定要件案
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令和５年度健康経営顕彰制度のスケジュール

⚫ 「健康経営銘柄2024」及び「健康経営優良法人2024」に係るスケジュールは、以下のとおり。

2023年 2024年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月 …

大
規
模
法
人
部
門

中
小
規
模
法
人
部
門

審査期間

内
定

健
康
経
営
度
調
査

申
請
受
付

内
定

審査期間

健
康
経
営
優
良

法
人
の
発
表

健
康
経
営
銘
柄
・

健
康
経
営
優
良
法

人
の
発
表

健
康
経
営
度
調
査
・
認
定
基
準
の
検
討

健
康
投
資W

G

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

シ
ー
ト
送
付

評
価
結
果
送
付

申
請
受
付

フ
ィ
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Ⅰ‐２ 健康経営銘柄



健康経営銘柄2024の選定基準

◼ 令和5年11月～令和6年2月
財務指標スクリーニングや調査回答に基づく加点等の実施
• ROE（自己資本利益率）について①直近3年間平均が0％以上または②直近3年連続

で下降していない企業を対象とし、ROEが高い企業には一定の加点を行う。
• 前年度回答企業に対しても一定の加点を行う。
• 社外への情報開示の状況（Q19SQ5で回答したURL）について、Q19SQ1の回答記

載があるか確認し、評価を行う。

※33業種毎原則1社の選定を予定（該当企業がない場合、その業種からは非選定）。なお、
各業種最高順位企業の平均より優れている企業についても銘柄選定候補として選出。ただし、
1業種最大5枠とする（同率が存在し5枠を超える場合には、その企業数分の枠を設ける）。
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◼ 令和5年10月～11月
回答結果をもとに、健康経営度が上位500位以内で、健康経営優良法人（大規模法人部門）に申請、かつ、
選定要件を満たしている企業を銘柄選定候補として選出
※重大な法令違反等がある場合には選定しない。 ※TOKYO PRO Market上場会社は対象外。

◼ 令和5年8月～10月
令和5年度健康経営度調査の実施

◼ 令和6年3月 健康経営銘柄2024の公表

⚫ 健康経営度調査回答企業の中から、以下の流れで健康経営銘柄2024を選定。

⚫ 今年度より、「社外への情報開示の状況」について、Q19で回答した開示URLの内容を確認してい

ることを明示する。
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(参考)社外への情報開示の状況

➢ 社外への情報開示の状況（Q19SQ5で回答したURL）について、Q19SQ1の回答記載があるか確認。

■Q19SQ1（開示内容を選択） ■Q19SQ5（開示URLを記載）
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Ⅱ．今後の健康経営の在り方について
-１ 健康経営の目指すべき姿
ｰ２ 効果分析事例
-３ 健康経営の国際展開
-４ 中小企業への普及拡大策



Ⅱ‐１．健康経営の目指すべき姿
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健康経営銘柄
選定

健康経営優良
法人認定制度設立

健康経営優良法人
認定事務局の補助事業化

2014
年度

2016
年度

2022
年度

認定法人の
拡大

評価項目の
拡充

顕彰制度
の創設

20XX
年度

ステークホルダー
からの信頼

生活習慣の改善

レジリエンス
の向上

業務パフォーマンス
の向上

組織の活性化

日
本
経
済
社
会
を
支
え
る

基
盤
と
し
て
の
健
康
経
営

健康経営の社会への浸透・定着
中小企業への普及拡大
制度運営の完全民営化

健康経営の可視化と質向上
健康経営の効果分析と適切な指標の検討
(健康増進、生産性・エンゲージメント向上等)

新たなマーケットの創出
健康経営を支える産業の創出と
国際展開の推進

1

2

3

従業員の
ヘルスリテラシー向上

家族などのヘルスリテラシー向上

リタイア後の行動変容
健康寿命延伸

健康投資 ヘルスケア産業の創出・新興

従業員の健康増進

離職率低下

生産性向上

企業の価値向上

企業イメージ向上
による優秀な人材の獲得

経済成長

労働力人口増加

幅広い国民の
QOL向上
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(参考) 健康経営の現状

⚫ 健康経営優良法人認定制度に申請する法人数は約１万７千社に拡大。

⚫ 2022年度は日経平均株価を構成する225社のうち85%が健康経営度調査に回答。

⚫ 認定法人で働く従業員数は837万人。（日本の被雇用者の約15％）

726 1,239 1,800 2,328 2,523 2,869 3,169
397

816

2,899

6,095

9,403

12,849

14,401

493 573 1123
2,055 

4,699 

8,423 

11,926 

15,718 

17,570 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

大規模（健康経営度調査回答数） 中小規模法人（健康経営優良法人認定申請数）

（法人数）

➢ 昨年度に続き今年度も公募の結果、日本経済新聞社が補助事業者に選定された。
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Ⅱ‐２．効果分析事例

p = 0.04
η² = 0.05, 95%信頼区間[0.00, 1.00]

健康経営認定状況×ワークエンゲイジメント

◼ ワークエンゲイジメント合計（分析対象：171社）
定義：「仕事で自発的に動き、ポジティブな感情を持っている状態」オリジナルの尺度（2問×4段階）。

◼ 各質問項目の総和により測定し、高いほどワークエンゲイジメントが良好と解釈

R4年度委託調査における分析（例）

健康経営推進企業の人材の定着・生産性の比較※※健康経営推進企業※の
高ストレス者割合の比較

健康経営支援サービス提供会社による独自分析（例）

（出所）保健同人フロンティアHPより https://www.hokendohjin.co.jp/ja/news/news-20230530-01.html

※株式会社保健同人フロンティアが提供するストレスチェック「HoPEサーベイ」を利用している企業のうち、健康経営推
進企業の従業員（n=122,369）とその他の企業の従業員（n= 173,532）を比較。 なお健康経営推進企業には、健康経営銘
柄、ホワイト500・ブライト500を含む健康経営優良法人を取得している企業を含む。

※※「人材定着（インクルージョン尺度）」「生産性（エンゲージメント尺度）」の独自尺度については、国内外の先行研究や専門家との
ディスカッションを基に開発。

※また、株式会社バックテックによる調査においても、健康経営
に6年以上取り組んでいる企業において、従業員のプレゼン
ティーズムは下がり、生産性が高くなっている傾向がみられた。

◼ アドバンテッジリスクマネジメント社の独自調査結果を基に分析

（出所）令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業（国内外での健康経営の普及促進に係る調査）報告書

⚫ 令和４年度委託事業において、健康経営の実践によって企業や従業員にどのような効
果があったのか、健康経営度調査のデータを活用し分析を行った。一例として、健康経営
で上位の認定を受けている企業ほど、ワークエンゲイジメントが高い傾向が見られた。
（株式会社アドバンテッジリスクマネジメントの調査）

⚫ また、健康経営支援サービスを提供する会社によるストレスチェックの独自分析においても、
健康経営推進企業について、高ストレス者割合が有意に少ない結果が見られた。
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Ⅱ‐３．健康経営の国際展開ーG7労働雇用大臣宣言

（出所）厚生労働省HP

▼G７倉敷労働雇用大臣会合における大臣宣言「人への投資（仮訳）」（抜粋）

⚫ 令和５年4月22、23日に行われたG7倉敷労働雇用大臣会合における大臣宣言にお
いて、「認証・表彰制度」を含め、職場での健康増進の重要性が認識された。

⚫ また、昨年度公表されたOECD調査プロジェクトを更に深めるため、各国のデジタル技術を
活用した、健康経営関連サービスのマーケット動向等を把握する調査を行うことを検討中。
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（参考）健康経営支援サービス事業者団体の設立

⚫ ６月末に人的資本による価値創出と持続可能な企業健保を目指す健康経営アライア
ンスが設立。

⚫ 健康経営先進企業の成功事例を取り込むプラットフォームとしての役割を担い、健康経
営実践における共通課題解決に向け各種メニューを提供予定。

(出所）健康経営アライアンス提供資料



29

⚫ 今年から「ものづくり補助金」をはじめ、中小企業を対象とした以下の補助金審査の加
点対象に「健康経営優良法人に認定された事業者」が追加されていたところ、令和５
年３月末からは、事業再構築補助金においても同様の措置が行われている。

補助対象 補助内容 開始時期

ものづくり・商業・サービス生産性向
上促進補助金

革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス
等の改善に必要な設備投資等を支援する

補助率1/2もしくは2/3、
補助上限額2,250万円*

＊従業員数・申請枠・類型により異なる

令和5年1月11日～
（第14次）

IT導入補助金
生産性向上に資するITツール（ソフトウェア・サー
ビス等）の導入を支援する

補助率1/2、補助上限額450万円 令和5年3月下旬

事業継承・引継ぎ補助金
事業承継を契機とした経営革新的な取組や、
専門家を活用した事業の引継ぎを支援する

補助率1/2もしくは2/3
補助上限額600万円

※経営革新事業は一定の賃上げ要件を満たすと最大
800万円

令和5年3月中旬

Go-tech補助金
中小企業等がものづくり基盤技術及びサービスの
高度化に向けて、大学・公設試と連携して行う
研究開発を最大3年間支援する

中小企業等は補助率2/3以内
通常枠：最大9,750万円

出資獲得枠：3年間合計3億円以下
令和5年2月22日～

事業再構築補助金
新市場進出、事業・業種転換、国内回帰等、
事業再構築を行う事業者を支援する

中小企業は補助率1/2~3/4、
補助上限額500万円~5億円

※従業員数・申請枠により異なる

令和５年３月末～

▼事業再構築補助金

Ⅱ‐４．中小企業への普及拡大策ーインセンティブ措置

（出所）事業再構築補助金HPより抜粋



◆日本再興戦略 改訂2015に“「健康経営アドバイザー制度（仮称）」の創設を通じ、健康経営人材の育成・活用を促進”と明記された。

◆東京商工会議所は経済産業省からの委託を受け、2016年に普及・啓発を担う人材育成を目的に『健康経営アドバイザー研修』をスタート。

2018年には企業の取組を実践支援する専門人材の育成を目的に『健康経営エキスパートアドバイザー研修』をスタート。

◆2018年度から東京都職域健康促進サポート事業を活用し、健康経営アドバイザーが毎年都内約１万社に健康経営を普及促進。

健康経営エキスパートアドバイザーはこれまで都内中小企業約600社の健康経営をサポート。

健康経営アドバイザー制度とは

7,335 8,097 
12,512 12,214 

14,937 15,844 16,881

0

10,000

20,000

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

健康経営アドバイザー認定者数

223 
775 1025 1,303 

1,998 

0

1,000

2,000

3,000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

健康経営エキスパートアドバイザー認定者数

健康経営アドバイザー研修 健康経営エキスパートアドバイザー研修

《特徴》
・健康経営に関する基礎的な知識を体系的に
学べる研修内容

《活用事例》
・推進者となる経営者や人事労務担当者向けに
・管理職や従業員向けの研修教材として
・法人営業担当者が、新規開拓・既存顧客への
付加価値として、普及推進や関連商品を提供

《変遷》

・2017年 集合研修からE ラーニング研修へ

全国から受講可能になり認定者数が増加

・2019年 認定期間を1年から２年へ延長

2023年7月リニューアル

《目的》
・企業等の健康経営の取組を支援できる専門家を育成
《スキル》
・健康経営の係る応用的な知識の習得・企業等における課題の抽出や整理・具体的な取組の提案と支援

健康経営アドバイザーに認定

知識確認テストに合格

※概ね８割以上の正答

３ ワークショップ研修を受講

認定までのステップ

４ 効果測定に合格

※概ね８割以上の正答

１

２

知識確認テスト
のCBT化

全国260会場にて
受験可能に

2019年

ワークショップ
のオンライン化

コロナ禍の為、
集合研修から

Zoomによる

オンライン研修へ

2021年

受講者の利便性向上、全国からの申込が可能に

研修
満足度

96％
が満足

（参考）中小企業への普及促進に関する取組事例

（出所）東京商工会議所提供（令和5年7月）

⚫ 東京商工会議所では、オンライン等を活用し、健康経営アドバイザー制度により中小企業への普
及促進に取り組んでいる。
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・「Ⅰ．今年度の改訂ポイント」でお示しした素案の内容について、ご意見を
いただきたい。

・健康経営が当たり前になる社会に向け、ｐ24においてお示しした「健康経営
の目指すべき姿」、及びその実現のための手段としての
①健康経営の可視化と質の向上
②新たなマーケットの創出
③健康経営の社会への浸透・定着
について、ご意見をいただきたい。

Ⅲ．本日ご議論いただきたい論点
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